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連帯責任
連帯責任とは，同集団に所属する複数の者が共同で責任を負うことです。（社員の失敗の責任を上司

や会社自体も負うことがありますが，それは，連帯責任とは異なる管理責任です。）

高校の野球部員が個人的に起こした不祥事により，チームが大会への出場を辞退する，或いは，連

盟としてチームの出場資格を剥奪することがあります。高校野球に限らず，その種の話を耳にするこ

とは，決して少なくはありません。

自分を律しようとするとき，そのことと所属集団は無関係なはずです。個人の責任として，「悪いこ

とをしてはいけない」のは当たり前のことです。自分を律することができなかった一個人の不祥事等

が発覚した際，既に事が決しているにも関わらず連帯責任を問われても，未然防止や解決のために力

を尽くす「責任」の取り方は既に誰にもできません。不祥事を起こした個人に事の重大さを思い知ら

せ，集団全員に罰を与え，落胆と失意の中で，その恐怖心を集団の行動管理に利用する。その目的や

効果は理解できますが，全く教育的ではありません。

責任は個人に帰属するものです。教育は，個々が自分で自分の責任を負える，自律した人格形成を

目指すものです。連帯責任という名の理不尽な恐怖を，教育の場に安易に持ち込んではいけません。

普段から連帯責任を意識することで，学級がまとまって一体感が高まり，活動や学習の質が向上し

たり，全体の水準が上がったりするというプラスの効果につながることもありますが，教師や学校側

が管理しやすくするために，「個々が負うべき責任」を，学級の他の児童も関連付けて，「連帯責任」

として威圧することは，まとまりや連帯感とは別問題です。間違った指導になっていないか，日々検

証することは忘れてはいけないと思っています。

そう思いながらも，現実的には学校において，連帯責任的な手法を用いた指導を行うことはありま

す。希にではありますが，なぜ上記のように教育的とは言えない手法を取らざるを得ないのか。それ

は決して担任の個人的な方針や間違った価値観によるものではありません。担任が学級集団を一人で

管理・指導しなければならない現在の小学校の学校制度の中では，日常的にたった一人で大人数の集

団を掌握し，集団としての学級や学年全体を正しく導かなければなりません。そのような状況の中で，

個々の児童の行動があまりにも身勝手だったり，考えが浅かったり，公共の福祉に反する行動が目立

つ際や，学級集団の一員としての自覚を欠いた「傍観者」的な言動に対する指導が必要な場合など，

やむを得ない場合に苦肉の策として，全体の前で厳しく指導したり，学級や学年全体に問題提起して

考えさせる等，連帯責任的な手法をとらざるを得ないことはあります。そのような状況に陥らないよ

うにするためには，担任が努力することはもちろんですが，望ましいクラスづくりのために，お互い

に協力し合うことが欠かせないと思います。。

これからも郡山小学校は，保護者との連携を大切にしながら，個々の児童がルールを守って，常に

自らの責任と判断で行動することができ，その自律した個人が集まって互いに高め合うことができる

学級集団・学校集団を目指して，教育活動を進めて参ります。
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